
コミュニティ回収登録団体のみなさまへ

雑紙（ざつがみ）回収に御協力ください

裏面もご覧ください→

雑紙をお出しいただくには……

雑紙（ざつがみ）とは？

・汚れているもの，濡れているもの
・コーティングされているもの（金，銀，フィルム，ワックスなど）
・ティッシュペーパー，キッチンペーパー
・紙おむつ
・圧着はがき，写真
・感熱紙（レシート，ファックス用紙など）
・カーボン紙（配送伝票，領収書など）
・糊付ラベルや糊付ステッカー

※以下のものは回収できません

　京都市指定のごみ袋でお出し
ください。（民間業者がごみを収
集しているマンションにお住ま
いの方は，無色透明または白色
透明の袋でお出しください。）

封筒・はがきビール・ジュースの
６本パックなどの
紙ケース

紙 箱 台 紙 パンフレットなどの
印刷物

教 材

包装紙 紙 袋 紙の芯
しん

など，資源物として回収しております  新聞紙，  雑誌・書籍，  段ボール，  紙パック  以外の紙製品を
表しております。

・大きな雑紙の場合 ・小さな雑紙の場合

ひもでくくってお出しください。

紙袋にまとめて入れて
お出しください。

※紙袋については，持ち手の部分が紙のものを出来る
　だけ御使用いただきますよう御協力お願いします。〔　　　　　　　　　　〕

　京都市では，家庭ごみの減量・リサイクルの向上に向けて，雑紙の資源回収を推奨しております。
　各御家庭で不要となった雑紙については，コミュニティ回収（集団資源回収）の時に，新聞や雑誌，
段ボールなどと一緒にお出しできますので，御協力お願いします。



出すときの注意

京都市の紙ごみの排出状況について

＜平成 20年度家庭ごみの細組成調査より＞

紙ごみ排出内訳

● アルミホイルやラップの切り口（金属部分）や，ファイルの留め具（プラスチック製品）などの
　 付属品は取り除いてください。

● ティッシュの取り口や窓枠封筒のプラスチックフィルムは，取り除いてください。
● シュレッダーくずは，飛び散らないよう透明または半透明の袋に入れ，封をしてください。

お問い合わせ先

この印刷物は再生紙を利用しています。

発行：京都市環境政策局　循環型社会推進部　まち美化推進課

京都市で排出されている燃やすごみの中の 4割が紙ごみです。
そのうち，リサイクルできるものは約 6割もあります。

　従来から回収している新聞紙や段ボールなどに加え，
雑紙を回収することによってリサイクルが進み，燃やす
ごみも減らすことができます。

コミュニティ回収（集団資源回収）や
行政施設への持ち込みなどで減らせるもの
（新聞紙，雑誌・書籍，段ボール，紙パック）
 …………………………… 25％

・北エコまちステーション TEL 075－366－0155

・上京エコまちステーション TEL 075－366－0776

・左京エコまちステーション TEL 075－366－0821

・中京エコまちステーション TEL 075－366－0180

・東山エコまちステーション TEL 075－366－0182

・山科エコまちステーション TEL 075－366－0184

・下京エコまちステーション TEL 075－366－0186

・南エコまちステーション TEL 075－366－0188

・右京エコまちステーション TEL 075－366－0190

・西京エコまちステーション TEL 075－366－0192

・洛西エコまちステーション TEL 075－366－0194

・伏見エコまちステーション TEL 075－366－0196

・深草エコまちステーション TEL 075－366－0198

・醍醐エコまちステーション TEL 075－366－0311

リサイクル
できるもの

57％

リサイクル
できないもの

43％

　その他，コミュニティ回収に関することや，ごみ減量・リサイクルに関する相談については，
お住まいの地区のエコまちステーションまでお気軽にお問い合わせください。

ティッシュペーパー
ペットのトイレ
紙おむつなど

コミュニティ回収で新たに雑紙を回収する
ことによって減らせるもの
 …………………………… 32％
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